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大 会 名 称 第４４回バトントワーリング東海大会

開 催 日 時 平成３０年１０月２７日 (土) 

日 程 １０月２７日（土） 

【学校部門】 小学校・中学校・高等学校・大学 

【一般部門】 Ｕ－１２・Ｕ－１５・Ｕ－１８・ＯＰＥＮ 

開 催 場 所 日本ガイシホール 

〒457-0833 

愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1 番地１６ 

主 催 日本バトン協会東海支部 

 

後 援 愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・名古屋市・愛知県教育委員会 

（申請中）  岐阜県教育委員会・静岡県教育委員会・三重県教育委員会

名古屋市教育委員会・公益財団法人愛知県体育協会 

公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会

日本マーチングバンド協会 東海支部

一般社団法人 日本バトン協会 

主 旨 

○小学校 

○ Ｕ－１２ 

バトンやポンポン等手具を使った身体表現と音楽表現の集団演技を通し、美しさへの憧憬を育む 

とともに集団での活動を幅広く体験することで協調性と忍耐力を養う。 

 
○中学校

〇Ｕ－１５ 

バトンやポンポン等手具を使った身体表現と音楽表現の集団演技を通し、美しさへの探求心を育むと

ともに、集団での活動を幅広く体験することで協調性と責任感を養いながら生きる力を培う。 

 

 

○高等学校 

○ Ｕ－１８ 

バトン又はポンポンを使った身体表現と音楽表現の集団演技を追求し、より正確な集団技術と集 

団芸術を身につけながら自主性と創造力を培うとともに地域社会の活性化に貢献する。 

大会概要 
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○大学 

○ ＯＰＥＮ 

バトンとポンポン等手具を使った身体表現と音楽表現の集団演技を追求し、より正確で高度な集 

団技術とより高い集団芸術を身につけながら自主性と創造力を培うとともに芸術スポーツの発展 

と地域社会の活性化に貢献する。 
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( １ ) 出演団体打合せ会 
 

代表者１名は必ず出席のこと。時間厳守にてお願い致します。 

 

 
 

日 時 ： 平成３０年９月２９日（土） 受付 １８：００ 

  
開会 １８：３０ 

  
閉会 ２０：００ 

 

 

場 所 ： 日本特殊陶業市民会館 第１会議室 
 

〒460-0022 名古屋市中区金山一丁目５番-１号

TEL 052-331-2141 

 
 

( ２ ) 大 会 日 程 （ 予 定 ） 

 

 

１０月２７日(土) 

 

 
9:00 10:00 10:30 18:30(予定) 

 

 
ミュージックテスト 

 

 
 

 

 

 
開場 

 

 
開

会

式 

・バトントワーリング学校部門 

（小学校/中学校/高等学校/大学） 

・バトントワーリング一般部門 

（U-12/U-15/U-18/OPEN） 

・フェスティバルの部 

 
表彰式

閉会式 

日 程 
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学校部門 
 

バトン編成 ポンポン編成 自由枠 合 計 

９ １ ５ １５ 

 

 
一般部門 

 

バトン編成 ペップアーツ編成 自由枠 合 計 

７ ２ ３ １２ 

 
 

※各編成総数を支部の実情に合わせ、構成別に振り分け使用できる。 

 

※自由枠は、支部の実情に合わせ、各構成、各編成に振り分けられる。 

 
 

※上記出場枠の他に一般社団法人日本バトン協会が必要と認めた場合は出場を許可することがある。 

全国大会出場団体枠 
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（日本ガイシスポーツプラザ 日本ガイシホール）演技フロア図 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

放送席 
音響・司会 
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大会参加における著作権は著作権法に基づきこれを遵守すること。 

東海大会では、音楽著作権使用許諾のある曲以外(自作曲を除く)は使用できません。 

 

 
１（音楽著作権使用許諾申請書） 

○ 使用する曲は音楽著作権使用許諾の申請が必要です。 

①使用する曲の音源（全曲）については、各団体の責任において直接版権を持っている出版元の音

楽使用許諾を行ってください。 

＊複数の曲を使用する場合は使用曲全部の申請が必要です。 

②許諾が下りるまでに日数がかかる場合がありますので注意してください。 

③自作曲の場合は適用除外となります。 

④条件なしで許諾された場合はそれを証明する書類を提出してください。 

条件付きで許諾された版元より出される許諾を証明する書類及び有料の場合は振込み済みの 

用紙を添えて提出してください。 

⑤使用許諾は一括で申請する事は可能ですが県・支部大会、東海大会、全国大会と各々の大会別に

許諾が必要です。 

＊尚、著作権は著作者の死後５０年と経ると消滅することが原則ですが、著作者の著作権の有無は 

JASRAC(日本音楽著作権協会)の団体管轄支部に直接お問い合わせ下さい。(使用料等の金額並

びに支払い方法を提示される事があります。) 

＊大会で使用した演技曲について万が一版元とのトラブルが生じた場合は団体の責任の下に処

理して頂きますのでご承知おきください。 

＊録音使用許諾については、県大会・支部大会・全国大会を一括して許諾申請する事がで

きます。 

     

大会における著作権について 
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第４４回バトントワーリング東海大会 

 

 
【コンテスト】

実 施 規 定 
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１．参加資格 

＊本大会への参加は、下記（１）～（７）の事項を全て満たしていること。 

（１）２０１８年９月１日現在、一般社団法人日本バトン協会の小学校・中学校・高等学校・大学の学校

区分に団体加盟登録していること。会員組織規程に準ずる。 

＊大会には団体加盟している団体名、構成員登録名で参加すること 

（２）出場者(補欠２名を含む)は、学校団体の在学生で、２０１８年９月１日までに当該学校団体に構

成員登録をしていること。 

（３）県協会又は大会実行委員会より推薦されていること。 

 (４) １団体及び構成員登録者の学校部門への大会参加は1回とする。 

   ＊ゲスト及びセレモニー等の参加はこの限りではない。 

（５）２０１８年度各県大会終了後９月２７日（木）までに所定の参加手続きを終えていること。 

① 

② 

は返却しない） 

を下記口座へ納入（納入された参加費 

＊大会参加費の内訳はプログラム、参加章バッチ、及び傷害保険の費用等とする 

＊振込先 

三菱東京ＵＦＪ銀行 店番２８８ (普通) 口座番号 ０１４９１８１ 

日本バトン協会 東海支部 事務局長 竹内 圭子 

 
③ 出場メンバー表・構成員登録書 の提出                                

(ア) 出場メンバーとは、当日演技フロアに入場し、演技する者であること 

(イ)  出場メンバー数は、申請した人数内であること 

(ウ)  構成・編成は、各県大会推薦と同一であること 

(エ) 補欠として２名までおくことができる 

(オ) 登録引率者は、構成メンバー１５名に対し１名（最大５名） 

(カ) 音響係（登録引率者と兼任可能）を１名登録すること（登録引率者以外の音響係は、

チケットを購入すること） 

（６） 音楽著作権に関する書類 の提出 

＊申請中の場合は、それを証する書類を提出すること 

（ア）使用許諾に関する確認書 

（イ）演奏利用明細書 

（ウ）録音使用許諾 

（７）その他大会実行委員会が指定した書類の提出 

 

 

学校部門実施規定 

参加申込書 の提出 

大会参加費 出場者(補欠２名を含む)１名につき1,000円 
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２．構成と編成 

＊出場及び編成は各県協会推薦と同一であること 

（１）構成 

① 単一団体加盟登録の小学校構成 

② 複数の団体加盟登録による合同小学校構成 

（２）編成 

① 手具編成は、バトン編成／ポンポン編成 

②人数は、４名以上 

（１）構成 

① 単一団体加盟登録の中学校構成 

② 複数の団体加盟登録による合同中学校構成 

（２）編成 

① 手具編成は、バトン編成／ポンポン編成 

②人数は、４名以上 

（１）構成                                                  

A 単一団体加盟登録の高等学校構成                       

B 同一学校法人による中等高等学校の団体加盟登録の学校構成 

C 複数の団体加盟登録による合同高等学校構成 

（２）編成 ＊ABC共通 

① 手具編成は、バトン編成／ポンポン編成 

②人数は、４名以上 
 
 

（１）構成 

① 単一団体加盟登録による大学構成 

②複数の団体加盟登録による合同大学編成 

（２）編成 

① 手具編成は、バトン編成／ポンポン編成 

②人数は、４名以上 

 

 

 

＊編成における詳細及び定義＊ 

≪手具≫ 

＜バトン編成＞ 
 

小学校 

中学校 

高等学校 

大学 

小学校 中学校 高等学校 大学 
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１人１本のレギュラーバトンを使用のこと。但し、演技において複数本の使用可。器物・特殊効果の使 

用は不可とする。 

 

＜ポンポン編成＞ 

１人１組（2個）のポンポンを使用し、ポンポン演技を主とした編成

レギュラーバトンの使用可 

器物・特殊効果の使用は不可 
 

 
 

１人１組（2個）のポンポンを使用し、ポンポン演技を主とした編成、

レギュラーバトンの使用不可 

器物・特殊効果の使用不可 

 

「器 物」とは、バトン・ポンポン・手具類・ユニフォーム類のどれにも属さず、作品の演出効果の為 

に用いる物を総称して器物とする。 

「手具」とは、ポンポンを含め演技者個人が容易に携帯でき、自らが用いて演技するものを手具とする。 

              

*学校部門は器物の使用はできません 

 

３．演技 

（１）演技フロア 

① 演技フロアは別記の通りとする。 

② 演技フロアの入場は出場メンバーのみとする。 

＊登録引率者・補欠は実行委員会が指定した導線を使用し、演技フロア前方席で待機すること 

（２）入退場 

①  演技フロアへの入場退場は実行委員会が指定した入場ゲートより入場し、退場ラインを通過して

退場口より退場すること。 

ア．係員の合図に従い、速やかに入場すること。

イ．入場ゲートの再入場・追加入場は禁止する。 

ウ．退場ラインより退場後は、速やかに退場口より退出すること。 

＊正面演技ラインより前方側の使用は原則として禁止する 

（３）計時 

① 演技時間は４分以内とする。 

②  演技時間の計時は、入場の合図をした時点からすべての出場メンバーが退場ラインを通過した時

点までとする。 

③ 審査時間は３分以内とする。但し、過分５秒以内は審査時間内とする。 

小学校 中学校 

高等学校 大学 

小学校 中学校 



12  

ア．審査時間の計時は、使用曲の第１音から最終音までとする。 

＊使用曲の長さを事前に提出すること 

＊音響係が使用曲開始の合図を音響係員にすること 

作動合図は「スタート」停止合図は「ストップ」の言葉を使用すること 

＊審査時間は演技時間内とする 

① 演技時間は４分３０秒以内とする。 

②  演技時間の計時は、入場の合図をした時点からすべての出場メンバーが退場ラインを通過した時

点までとする。 

③ 審査時間は３分３０秒以内とする。但し、過分５秒以内は審査時間とする。

ア．審査時間の計時は、使用曲の第１音から最終音までとする。 

＊使用曲の長さを事前に提出すること 

＊音響係が使用曲開始の合図を音響係員にすること 

作動合図は「スタート」停止合図は「ストップ」の言葉を使用すること 

＊審査時間は演技時間内とする 

 

４．審査審判 

（１）審査委員長・副審査委員長の人数と業務 

①  審査委員長は、１名とし、審査全般の最終確認を行なうとともに審査審判業務を円滑に遂行する。

副審査委員長は1名とし、審査委員長を補佐する。 

（２）審査員の人数 

① 全編成とも５名とする。 

（３）審判員の人数と業務 

① 審判員の人数は、２名とする。 

②  審判員は違反と判断した場合は審査委員長に報告する。審査委員長は大会長に報告し、協議の上

最終判断する。 

＊審査要領については全国大会に準ずる。 

＊審査規定は、後日ホームページに掲載する。 

 

５．罰則 

（１）参加不可 

① 『１．参加資格（１）（２）（３）（４）（７）』規定に反した場合は、参加資格を失うことも

ある 

（２）違反失格 

① 『２．構成と編成』規定に反した場合。 

② 非社会的な行為、大会主旨に反する行為があった場合。 

＊成績判定・表彰は授与されないものとする 

高等学校 大学 



13  

（３）警告 

① 『１．参加資格（５）（６）』規定に反した場合。 

② 『３．演技』規定に反した場合。 

③ 『８．その他（１）』規定に反した場合。 

④ 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 

＊上記に該当した団体は、実行委員長及び審査委員長より警告書を提示する。警告内容により、 

または２回連続警告を受けた団体は、次回大会の出場資格を失うこともある。 

 

 
 

（４）注意 

① 他の参加団体に迷惑となる行為のあった場合。 

② 演技中に危険な行為のあった場合。 

③ 『８．その他』規定に反した場合。 

＊上記に該当した団体は、実行委員長より注意書を提示する。注意内容により、または２回連続注

意を受けた団体は次回大会の出場資格を失うこともある。 

 

 

６．表 彰 

全出場団体に金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与する。 

 

７．全国大会への推薦 

全国大会へは、第４４回バトントワーリング東海大会の成績により推薦する。 

 

８．その他 

（１）１．参加資格の補則 

＊大会参加に要する経費は、参加団体の負担とする 

＊納入された大会参加費は、返却しない 

＊当日チェックイン時において、出場メンバーの変更は、登録補欠メンバーのみ認める 

＊当日チェックイン時において、出場メンバー数の変更は登録申請人数内であれば認めるが、チェ

ックインシートに理由を記載して提出をすること。 

＊当日チェックイン後に人数の増減(申込み人数以内であること)がある場合は入場口の係員に 

申し出ること。 

（２）出演団体は、代表者１名が「参加団体代表者打ち合わせ会議」に出席すること。 

（３）出演順は、参加団体代表者打ち合わせ会議において各団体代表が抽選の上決定する。 

（４）大会参加区分は、各県協会・支部または大会実行委員会より推薦された部門であること。 
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（５）特別演技は（エキシビション）は、該当大会の実施規定に従って実施する。 

（６）特別演技（エキシビション）参加に関わる経費は参加団体の負担とする。但し、選手登録会費は、

免除とする。 

（７）器物の搬入は指定した通路を使用し、全ての出場メンバー（手具・器物を含む）及び登録引率者、

搬入搬出補助員は定められた場所で待機すること。また、ウォームアップ室、リハーサル 室につ

いても大会実行委員会が指定する。 

（８）演技に使用する楽曲については、編集・編曲を含め著作権法を遵守し、各団体の責任において正当

な届出と許可を得ておくこと。 

（９）音響係１名（登録引率者以外は入場券を購入しなければ会場に入場できない）は使用許諾のあ 

る演技曲の入ったＣＤを出演団体３団体前までに演出進行部音響席に持参し、作動及び 停止の合

図を行うこと。作動合図は「スタート」停止合図は「ストップ」の言葉を使用すること。 

（10）本規定の主旨を変更することなく、大会実行委員会において字句の加除訂正を行うことが出来る。 

（11）指定された場所以外での会場内外でのウォ―ムアップなどは、厳禁とする。 
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１．参加資格 

＊本大会への参加は、下記（１）～（７）の事項を全て満たしていること。 

（１）２０１８年９月１日現在、一般社団法人日本バトン協会の一般区分として団体加盟登録しているこ

と。会員組織規程に準ずる。 

＊大会には団体加盟登録名で参加すること 

（２）出場者(補欠２名を含む)は一般団体に構成員登録をしていること。 

（３）県協会又は大会実行委員会より推薦されていること。 

（４）１団体及び構成員登録者の一般部門への大会の参加は１回とする 

   ＊ゲスト及びセレモニー等の参加はこの限りではない。 

（５）２０１８年度各県大会終了後９月２７日（木）までに所定の参加手続きを終えていること。 

① 

② 

は返却しない） 

を下記口座へ納入（納入された参加費 

＊大会参加費の内訳はプログラム、参加章バッチ、及び傷害保険の費用等とする 

＊振込先 

三菱東京ＵＦＪ銀行 店番２８８ (普通) 口座番号 ０１４９１８１ 

日本バトン協会 東海支部 事務局長 竹内 圭子 

 
③ 出場メンバー表・構成員登録確認書 の提出 

(ア) 出場メンバーとは、当日演技フロアに入場し、演技する者であること 

(イ) 出 場 メ ン バ ー 数 は 、 申 請 し た 人 数 内 で あ る こ と 

(ウ) 構 成 ・ 編 成 は 、 各 県 大 会 推 薦 と 同 一 で あ る こ と 

(エ) 補 欠 と し て ２ 名 ま で お く こ と が で き る 

(オ) 登録引率者は、構成メンバー１５名に対し１名（最大５名） 

(カ) 音響係（登録引率者と兼任可能）を１名登録すること（登録引率者以外の音響係は、

チケットを購入すること） 

(キ) 器物搬入補助員は、登録引率者が兼ねることができる（登録引率者以外の器物搬入補

助員は、チケットを購入すること） 

＊器物搬入補助員は、ペップアーツ編成 Ｕ－１２ のみ 

 

 

 

 

一般部門実施規定 

参加申込書 の提出 

大会参加費 出場者(補欠２名を含む)１名につき1,000円 
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（６）音楽著作権に関する書類 の提出 

＊申請中の場合は、それを証する書類を提出すること 

（ア）使用許諾に関する確認書 

（イ）演奏利用明細書 

（ウ）録音使用許諾 

（７）その他大会実行委員会が指定した書類の提出 
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２．構成と編成 

＊構成及び編成は各県協会推薦と同一であること 

（１）構成 

①年齢に区分の無い単一加盟登録の団体で７才以上１２才以下のみの出場メンバーによる団体 

 ＊２０１９年４月１日までに繰り上がる年齢 

（２）編成 

① 手具編成は、バトン編成／ペップアーツ編成 

② 人数は、４名以上 

 
 

（１）構成 

①年齢に区分の無い単一加盟登録の団体で７才以上１５才以下のみの出場メンバーによる団体 

 ＊２０１９年４月１日までに繰り上がる年齢 

（２）編成 

① 手具編成は、バトン編成／ペップアーツ編成 

② 人数は、４名以上 
 
 

（１）構成 

①年齢に区分の無い単一加盟登録の団体で７才以上１８才以下のみの出場メンバーによる団体 

＊２０１９年４月１日までに繰り上がる年齢 

（２）編成 

① 手具編成は、バトン編成／ペップアーツ編成 

② 人数は、４名以上 
 

 

（１） 構成 

① 年齢区分の無い単一加盟登録の団体で７才以上の出場メンバーによる団体 

＊２０１９年４月１日までに繰り上がる年齢 

 

 
（２）編成 

①手具編成は、バトン編成/ペップアーツ編成 

② 人数は、４名以上 

＊編成における詳細及び器物の定義

Ｕ－１２ 

Ｕ－１５ 

Ｕ－１８ 

ＯＰＥＮ 
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≪手具≫ 

 

＜バトン編成＞・・・１人１本のレギュラーバトンを使用のこと。但し、演技において複数本の使用可。

器物・特殊効果の使用は不可とする。 

＜ペップアーツ編成＞・・・２種類以上の手具を使用し、ペップアーツ演技を主とした編成 

レギュラーバトンの使用可。但し、ペップアーツ演技を主とした編成

器物の使用可、特殊効果の使用は不可 

 
「器 物」とは、バトン・ポンポン・手具・ユニフォーム類のどれにも属さず、作品の演出効果の為 

に用いる物を総称して器物とする。 

 

「手 具」とは、バトン・ポンポンを含め演技者個人が容易に携帯でき、自らが用いて演技するもの 

を手具とする。 

 

 

 

 

 

３．演技 

（１）演技フロア 

① 演技フロアは別記の通りとする。 

② 演技フロアの入場は出場メンバーのみとする。 

＊登録引率者・補欠は実行委員会が指定した導線を使用し、演技フロア前方席で待機すること 

（２）入退場 

○ 演技フロアへの入場退場は実行委員会が指定した入場ゲートより入場し、退場ラインを通過し 

て退場口より退場すること。 

ア．係員の合図に従い、速やかに入場すること。

イ．入場ゲートの再入場・追加入場は禁止する。 

ウ．退場ラインより退場後は、速やかに退場口より退出すること。 

＊正面演技ラインより前方側の使用は原則として禁止する 

（３）計時 

Ｕ－１２  Ｕ－１５ 

① 演技時間は４分以内とする。 

②  演技時間の計時は、入場の合図をした時点からすべての出場メンバーと器物が退場ラインを通

過した時点までとする。 
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③ 審査時間は３分とする。但し、過分５秒以内は審査時間内とする。 

○ 審査時間の計時は、使用曲の第１音から最終音までとする。 

＊使用曲の長さを事前に提出すること 

＊音響係が使用曲開始の合図を音響係員にすること 

作動合図は「スタート」停止は「ストップ」の言葉を使用すること 

＊審査時間は演技時間内とする 

① 演技時間は４分３０秒以内とする。 

②  演技時間の計時は、入場の合図をした時点からすべての出場メンバーと器物が退場ラインを通過

した時点までとする。 

③ 審査時間は３分３０秒以内とする。但し、過分５秒以内は審査時間とする。 

○ 審査時間の計時は、使用曲の第１音から最終音までとする。 

＊使用曲の長さを事前に提出すること 

＊音響係が使用曲開始の合図を音響係員にすること 

作動合図は「スタート」停止は「ストップ」の言葉を使用すること 

＊審査時間は演技時間内とする 

 

 

 

 

４．器物 

「器 物」とは、バトン・ポンポン・手具・ユニフォーム類のどれにも属さず、作品の演出効果の 

為に用いる物を総称して器物とする 

「手 具」とは、演技者個人が容易に携帯でき、自らが用いて演技するものを手具とする。 

「特殊効果」の使用は禁止する。 

① 手具・器物の搬入搬出は、バトンを含め安全かつ迅速に行い、責任を持って搬入搬出をすること。 

＊搬入搬出とは演技フロアへの入退場だけのことではなく、会場への入館から退館までの全行程を

いう 

＊搬入搬出は指定した通路を使用し、全ての出場メンバー（手具・器物を含む）は定められた場所

で待機すること 

＊待機エリア・ウォーミングアップエリア及び入退場口については実行委員会が指定する 

② 器物の大きさは、次に示す規格内の大きさとし事前に審査員長に申請すること。 

規格：１ｍ８０ｃｍ・１ｍ２０ｃｍ・１ｍ５０ｃｍ以内の立方体 

重量：フロア内を一人で持ち運びできる範囲内 

＊器物を重ねたり密着して並べる場合は、その状態が規格内の大きさであること 

＊演技フロア内を複数の人数で一つの器物を持ち運んでも良い 

Ｕ－１８ ＯＰＥＮ 
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＊フロアに敷く布は器物であるが制限を設けない 

③国旗等の使用は敬意を損なわない最大限の注意をし、フラッグ等に用いる場合は原形の使用は 

禁止する。 

④一般部門ペップアーツ編成 Ｕ－１２ の参加団体は、登録引率者以外に器物搬入搬出補助員

３名迄を事前に申請することができる。 

＊演技フロア内での搬入補助及び搬出補助は禁止とする） 

＊演技中は指定の席で待機すること 

＊登録引率者以外の搬入搬出補助員は入場券を購入すること 

＊バックヤードには指定時間外の入場は禁止とする 

 

 

 

 

５．審査審判 

（１）審査委員長・副審査委員長の人数と業務 

① 審査委員長は、１名とし、審査全般の最終確認を行なうとともに審査審判業務を円滑に遂行す

る。副審査委員長は1名とし、審査委員長を補佐する。 

（２）審査員の人数 

① 全編成とも５名とする。 

（３）審判員の人数と業務 

① 審判員の人数は、２名とする。 

②  審判員は違反と判断した場合は審査委員長に報告する。審査委員長は大会長に報告し、協議の上

最終判断する。 

 

６．罰則（警告） 

（１）参加不可 

① 『１参加資格（１）（２）（３）（４）（７）』規定に反した場合。 

＊参加資格を失うこともある 

（２）違反失格 

① 『２．構成と編成』規定に反した場合。 

② 非社会的な行為、大会主旨に反する行為があった場合。 

＊成績判定・表彰は授与されないものとする 

（３）警告 

① 『１．参加資格（５）（６）』規定に反した場合。 

② 『３．演技』規定に反した場合。 

③ 『４．器物』規定に反した場合。 

④ 『 ９．その他（１）』規定に反した場合。 

⑤ 大会実行委員会の指示に従わなかった場合。 
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＊上記に該当した団体は、実行委員長及び審査委員長より警告書を提示する。警告内容により、 

または２回連続警告を受けた団体は、次回大会の出場資格を失うこともある。 

（４）注意 

① 他の参加団体に迷惑となる行為のあった場合。 

② 演技中に危険な行為のあった場合。 

③ 『９．その他』規定に反した場合。 

＊上記に該当した団体は、実行委員長より注意書を提示する。注意内容により、または２回連続注

意を受けた団体は次回大会の出場資格を失うこともある。 

 

 

 

 

 

７．表 彰 

全出場団体に金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与する。 

 

８．全国大会への推薦 

全国大会へは、第４４回バトントワーリング東海大会の成績により推薦する。 

 

９．その他 

（１）１．参加資格の補則 

＊大会参加に要する経費は、参加団体の負担とする 

＊納入された大会参加費は、返却しない 

＊当日チェックイン時において、出場メンバーの変更は登録補欠メンバーのみ認める 

＊当日チェックイン時において、出場メンバー数の変更は登録申請人数内であれば認めるが、チェ

ックインシートに理由を記載して提出をすること。 

＊当日チェックイン後に人数の増減（申し込み人数以内であること）がある場合は入場口係員 に

申し出ること。 

（２）出演団体は、代表者１名が「参加団体代表者打ち合わせ会議」に出席すること。 

（３）出演順は、参加団体代表者打ち合わせ会議において各団体代表が抽選の上決定する。 

（４）大会参加区分は、各県協会・支部または大会実行委員会より推薦された部門であること。 

（５）特別演技は（エキシビション）は、該当大会の実施規定に従って実施する。 

（６）特別演技（エキシビション）参加に関わる経費は参加団体の負担とする。但し、選手登録会費は

免除とする。 

（７）器物の搬入は指定した通路を使用し、全ての出場メンバー（手具・器物を含む）及び登録引率者、

搬入搬出補助員は定められた場所で待機すること。また、ウォームアップ室、リハーサル 
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室についても大会実行委員会が指定する。 

（８）演技に使用する楽曲については、編集・編曲を含め著作権法を遵守し、各団体の責任において正当

な届出と許可を得ておくこと。 

（９）音響係１名（登録引率者以外は入場券を購入しなければ会場に入場できない）は使用許諾のあ 

る演技曲の入ったＣＤを出演団体３団体前までに演出進行部音響席に持参し、作動及び 停止の合

図を行うこと。作動合図は「スタート」停止合図は「ストップ」の言葉を使用すること。 

（10）本規定の主旨を変更することなく、大会実行委員会において字句の加除訂正を行うことが出来る。 

（11）指定された場所以外での会場内外でのウォームアップなどは厳禁とする。 
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1．参加資格 

（１）２０１８年９月１日現在、一般社団法人日本バトン協会に団体加盟登録している団体。 

（２）本フェスティバルの主旨に賛同する未加盟団体。 

（３）２０１８年度各県大会終了後９月２７日（木）までに所定の参加手続きを終えていること。 

                               

① 

② を下記口座へ納入（納入された参加費は返却しない） 

＊大会参加費の内訳はプログラム、参加章バッチ、及び傷害保険の費用等とする 

＊振込先 

三菱東京ＵＦＪ銀行 店番２８８ (普通) 口座番号 ０１４９１８１ 

日本バトン協会 東海支部 事務局長 竹内 圭子 

 
③出場メンバー表・構成員登録書 の提出 

(ア)  出場メンバーとは、当日演技フロアに入場し演技する者であること

(イ)  出場メンバー数は、申請した人数内であること              

(ウ)  構成・編成は、各県大会推薦と同一であること 

(エ)  登録引率者は、出場メンバー１５名に対し１名（最大５名） 

(オ)  音響係（登録引率者と兼任可能）を１名登録すること（登録引率者以外の音響係は、

チケットを購入すること） 

（４）音楽著作権に関する書類 の提出 

＊申請中の場合はそれを証する書類を提出すること 

（５）その他大会実行委員会が指定した書類の提出 

 
 

☆ ①部門・編成の出場枠については、特に定めない。 
 

②各県協会主催の大会へ参加し、各県協会理事長（大会長）の推薦を得ていること。 

 

 
 

２．構成と編成 
 

＊自由とする 

 

 

フェスティバル実施規定 

参加申込書 の提出 

大会参加費 構成員１名につき1,000円 
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３．演 技 

（１）演技フロア 

① 演技フロアは別記の通りとする。 

② 演技フロアへの入場は登録メンバーのみとする。但し、幼稚園の部・保育園の部・未就学の部につ

いては補助員として適正数入場する事ができる。 

③ 別記の通り、演技フロアに入場の為のスタンバイエリアを設ける。 

（２）入退場 

① スタンバイエリアへの入場口は大会実行委員会の指定した扉を使用すること。 

②出場メンバーはスタンバイエリアからアラーム音の合図に従って入場し、退場ラインから退場 

すること。 

（３）演技時間及び計時 

① 各部門は４分以内とする。 

②  演技時間の計時は、入場の合図をした時点からすべての出場メンバーと器物が退場ラインを通過

した時点までとする。 

③  大会運営上目安の時間を守ること。（必要な演技時間については、参加申込時に申し出て下さ

い） 

（４）演技曲・演技用録音ＣＤ 

① 各部門においては、音響係（構成メンバー以外の１名）が演技に使用する演技用録音ＣＤ 

を当日音響席に持参し、作動及び停止の合図を行なうこと。 

② 作動及び停止の合図は「スタート」、「ストップ」の言葉を使用すること。 

 

４．器 物 

器物の使用は、一般部門ペップアーツ編成のみとする 

「器 物」とは、バトン・ポンポン・手具・ユニフォーム類のどれにも属さず、演技者以外の物を 

総称して器物とする。 

「手 具」とは、演技者個人が容易に携帯でき、自らが用いるものを手具とする。 

「特殊効果」とは、乾電池を使用しフラッシュ・ストロボ・各種ライト類（ケミカル類含）等の光の効

果を用いたもの全てを特殊効果とする。 

① 手具・器物の搬入搬出は、バトンを含め安全かつ迅速に行い、責任を持って搬入搬出をすること。 

＊搬入搬出とは演技フロアへの入退場だけのことではなく、会場への入館から退館までの全行程をいう 

＊搬入搬出は指定した通路を使用し、全ての出場メンバー（手具・器物を含む）は定められた場所

で待機すること 

＊待機エリア・ウォーミングアップエリア及び入退場口については実行委員会が指定する 

② 器物の大きさは、次に示す規格内の大きさとし事前に審査員長に申請すること。 

規格：１ｍ８０ｃｍ・１ｍ２０ｃｍ・１ｍ５０ｃｍ以内の立方体 

重量：フロア内を一人で持ち運びできる範囲内 

＊器物を重たり密着して並べる場合は、その状態が規格内の大きさであること 

＊演技フロア内を複数の人数で一つの器物を持ち運んでも良い 

＊フロアに敷く布は器物であるが制限を設けない 
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③ 特殊効果は、使用方法・数量等の詳しい説明書を申請し許可された場合のみ使用可能とする。 

＊乾電池以外の電源の使用は禁止する 

＊化学反応で発光するケミカルライト類は製造会社により安全保証されているもののみ使用可 

能とする 

＊火気・ガス類・液体類及・固形燃料類及び会場の電源の使用は禁止とする 

④  国旗等の使用は敬意を損なわない最大限の注意をし、フラッグ等に用いる場合は原形の使用は禁

止する。 

⑤ 一般部門ペップアーツ編成 Ｕ－１２の参加団体は、登録引率者以外に器物搬入搬出補助員３ 

名迄を事前に申請することができる。 

＊移動中における器物搬入搬出補助は禁止する。 

（全国大会：演技フロア内での搬入補助及び搬出補助は禁止とする） 

＊演技中は指定の席で待機すること 

＊登録引率者以外の搬入搬出補助員は入場券を購入すること 

＊バックヤードには指定時間外の入場は禁止とする 

 

 

 

 

５．講 評 

講評者の人数は４名とし、全て総合的に講評する。 

 

６．表 彰 

全出場団体に参加記念の感謝状を授与する。 

 

７．その他 

（１）大会参加に要する経費は出演団体の負担とする。 

（２）大会参加区分は、各県協会・支部または大会実行委員会より推薦された部門であること。 

（３）納入された参加費は返却しない。 

（４）フロアに入場できる人数は登録人数以内とするが、メンバーの変更は認める。 

（５）出演団体は代表者１名が必ず「出演団体打合せ会」に出席すること。 

（６）出演順は｢出演団体打合せ会｣で抽選の上決定する。 

（７）指定された場所以外での会場内外でのウォームアップなどは、厳禁とする。 

（８）音響係１名（登録引率者以外は入場券を購入しなければ会場に入場できない）が、使用許諾のある

演技曲の入ったＣＤを出演時間３団体前までに演出進行部音響席に持参し、作動及び停止の合図を行

うこと。作動合図は｢スタート｣停止合図は｢ストップ｣の言葉を使用すること。 

（９）本規定の主旨を変更することなく、大会実行委員会において字句の加除訂正を行なうことができ

る。 
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